
 

 

 

 
ＨＰアドレス  http://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/es/nakamura/  

 

「ともに生きる社会をつくる子どもを育てます」 

中村小学校人権教育の取組 

人権運営委員 新井 真理 

中村小学校では、「ともに生きる社会をつくる子どもを育てます」という学校教育目標のもと、

人権教育の推進に取り組んでいます。そのために学校が、人権が尊重され安心して過ごすことがで

きる場となるよう努めていきます。授業の中では、いろいろな考えが出されることで学びが深まり

ます。生活の中でも互いの違いを認め合い、相手を共感的に受け入れられるよう支援していきま

す。 

 今年度も中村小の特色を大切に、「つながり合う授業」「多文化共生」「特別支援学校との交流」の３つの

視点から取り組みを行っています。また、子どもたちが様々な場面でふれあい体験を通して社会的スキル

を身につけていけるよう、どのクラスでも「横浜プログラム」を実施しています。「だれもが」「安心して」

「豊かに」生活できる学校をめざし、さらに人権教育をすすめていきます。ご理解とご協力をお願いいた

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校だより  

５ 月 号  

２０２６年４月３０日 

横浜市立中村小学校  

併設する中村特別支援学校の友達や先生とと

もに学びます。日常的な交流である「なかよし

交流」と授業を通じた交流の「共同学習」を重

ね、お互いを受容したり理解したりできる子ど

もを育てます。 

 

どの学年でも教科の中に多文化共生の視点を

もった学習を行い、共通点や違いを認め合いま

す。みなみ市民活動多文化共生ラウンジなどか

ら外部講師の方にもご協力いただき、子どもた

ちがいろいろな国に興味をもてるよう体験的な

活動を行います。 

子どもたちが安心して学習に取り組めるように

「できる」「分かる」を大切にした授業を行いま

す。思いや考えを聴き合い、伝え合い、認め合いな

がら、子ども同士が、よりつながり合っていくこと

を実感できるようにします。 

つながり合う授業 

 

多文化共生 

 

特別支援学校との交流 

 

各学年、外国につながる内容

の学習をするときに、外部講

師を招き、その国のことを詳

しく教えていただきます。  

「世界の時間」では外部講

師を招き、文化やダンスな

どに親しみます。 

各教科・領域の学習で、特別支

援学校の友達も一緒に学習を行

っています。（共同学習） 

横浜プログラムとは… 

子どもの年齢相応の社会的ス

キルを身に付けることと学級

や集団にあたたかな風土を醸

成することを目標としたグル

ープアプローチです。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校生活がスタートし、6 年生が登校時

に昇降口で靴や傘の入れ方を教えたり、教

室で朝の支度を手伝ったりしています。給

食の牛乳パックの開き方も教わりました。

6 年生が優しく手伝ってくれて、１年生も少

しずつ自分たちでできるようになってきまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

入学式・一年生を迎える会
 

6 年生と 1 年生の 

かかわり 

 今年度も地域の学援隊の皆様や校外委員の

皆様に安全な登下校を見守っていただいてお

ります。ご協力ありがとうございます。 

 4 月７日に入学式が行われ、４２人の

新一年生が中村小学校の仲間になりま

した。１６日には一年生を迎える会で

在校生と対面し、歓迎の言葉や校歌で

迎えられました。 

学援隊のみなさま 

よろしくお願いしますの会 



 

 

 

 

 

 

地区班ごとに集まり、校外委員の方の紹介や班長の紹介をしました。校外委員の保護者

の方と一緒にタブレット端末で実際の道を見ながら通学路や危険個所の確認を行いま

した。交通ルールや横断歩道の渡り方などについてふり返り、安全に気をつけて登

下校できるように地区班で考えました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校におけるセクシュアル・ハラスメント相談窓口について 

 中村小学校の「学校におけるセクシュアル・ハラスメント相談窓口」は、養護教諭の木戸と教

務主任の木原です。お子さんに関しての心配等がありましたら、ご相談ください。 

教育総合相談センターの一般教育相談もｾｸｼｭｱﾙ ﾊﾗｽﾒﾝﾄ相談窓口として利用できます。 

０４５－２６１－１９８４（学校）  ０４５－６７１－３７２６（教育総合相談センター） 

月～金9:00～17:00(祝日・振替休日を除く) 

 

学年だより・学級だよりについて 

 学校だよりと同時配付している

「学習予定」を中村小では「学年だ

より」としています。 

また、「学級だより」は、子どもた

ちの実態に応じて出すことがありま

す。 

必要に応じてその都度、学年や学

級単位でお知らせのプリントを配付

することもあります。 

スクールカウンセラーについて 

 裏面の行事予定にある SC は、ス

クールカウンセラーの大久保友永先

生が学校にいる日です。お子さんの

様子について学校で相談することが

できます。予約制で、１回 30～50

分です。希望される方は、養護教諭

の木戸か児童支援専任の東城までご

連絡ください。 

０４５－２６１－１９８４ 

毎日持ち帰る教材について 

 登下校時の荷物が身体の負担にならないよう、持ち帰る教材

の重さや量への配慮をしています。連絡帳、連絡袋、筆記用具

は毎日持ち帰ります。家庭学習で使うものがある場合は、それ

も持ち帰ります（例：漢字ドリル、算数ドリル、家庭学習で使

う教科書など） 

それ以外のものについては、学校に置いて帰ってもよいこと

にしています。 

 

地区班ミーティング 

欠席連絡について 

欠席や遅刻、早退の連絡は、８時 15 分までに「すぐーる」を使用して連絡をくだ

さい。（連絡帳も可）体育を見学するときは、連絡帳で担任に知らせてください。 

＜大型連休を楽しむために…＞ 

◇ルールやマナーを守って規則正しい生活を！ 

 ・公園の使い方にも気をつけること。（ボール遊びは禁止されている 

ところもあります。） 

◇子ども同士でお金や物のやり取りはしません。 

◇交通安全に気をつけて！ 

◇外出するときの約束を守る！ 

・行き先、遊ぶ友達、帰宅時間をお家の人に言うこと。 

・スーパーやゲームセンターには大人と一緒に行くこと。 

・帰るときは、人通りの多い道をまとまってまっすぐに帰ること。 

何かあったら迷わず 110 番をすること！ 

南警察署 ０４５－７４２－０１１０ 

 


